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雇悶保院議施行現則第6l長草1項の現定により上置のとおり屈けます.

住所

情一西暦一軍年一豊忠月一理目前一陣|樹有君里・担無色械

ロ 派遣・踊魚世働者として主として
円以外の事業所で就労する場合

考

事業主氏 名
忽名~I勿刻埠名

印

平成 年月日

公共職業安定所長匝

電話番号

悶

長一一ー一一ー~
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区豆]
， O::Iコロで表示された袴 f以下 ra入枠j という.)に記入する文字は光学式文字2奪取装置 (OCR)で盗槍漉取を行ラので.ζの用紙

は汚したり.必要以ょに締り趨げたりしないこと.

2 舘依すべき事項のない掬又は記入枠は室繍のままとし‘事項を選択する場合には鍛造審号をE入し策印のついた欄又f訂2入絡に依"1Iしな

いこと.

3 記入枠の部分丸枠からはみださないように汰きめのカタカナ及びアラビア数字の機事字体=より明療に毘絵すること.

この場合.カタカナの濁点及び牟濁点位、 1文字として取り録い(O't:ガーー回口、パ凶囚ロ}、また、 r，与』、 rZJ及び rヲ，，>寝殿せ
ず.それぞれ rイJ. rヱJ及び rオjを使用すること.

4 1欄には‘ 2細で rz 袴取得』を選択した組合にのみその被保険者涯に記恕されている按草案険者脅嘗を包縫すること.

なお、徐保険者寄号が16桁{上下2段で褒示されている.)で織成されている場合1>.下段の10街のみを包騰すること.この場合、毎初の4

締を霊初の 4つの衿肉に 残りの6絡を rElJに綾<6つの枠内に記援し‘還後の停は"枠とすること.

一〈倒

5 2欄1=1弘次の区分Iニ縫い.

(1)次のイ及びロのいずれカ ::1安当する争 .......、……"“ 紙製〉

イ 過去に担保険者になったことのないこと.

ロ 震活発に被保険者でな〈なった臼から7年以上緩遺していること.
Iz)上包{刊に践当する者以タ干の者..................，..........................................................................2 再取得〉

6 3のフリガナ欄にl求、彼保険者liEの交付を受けている者については、その後俣験者涯に盟鍵されているとおり.カタカナで"1Iし、縫と名の

聞はt待望lすること.なお.4~視に""した場合であ匂ても必ず包憶すること.
フ 4欄には入 2澗で rz 認取得j を選択した場合で被保院者涯の氏名と現在の氏名が瞳なっているときに記寂する手と.

8 5欄には.政当するものの番号を記舷すること.

9 ，閣の元号I玄、該当するものの醤号を鉛載し、年明白の年.JI又は臼がT桁の場合は.それぞれ10の位の節分に rOJを付加して2舗で飽織

すること. (倒紹宇野"年5，F.1a8吋固E陸Iill!固E国}
10 7j闘は.率調書清酒号が連続した10桁の鍋成である場合は.最初の4婦を最却の4つの枠内r=‘鶴りのB締を f白』に銭<6つの斡肉にそれぞ

れ記載し‘最後の樹立盆俸とすること. (例:13010∞∞l-.rn@Nill~回国[Q1IE日)
11 8網拡.低周期間、研修期聞を含む履λれの初日を"織すること.

また.，字、月又は日がT締の場合は、 6閥kの域合と周織にli!践すること.

12 9翻には.次の区分l乙従b¥銭当するものの番号を忽裟すること.

(， )筋線学校卒案者のうち、 8綱が牢議匁の3sHlから6月30日までの簡である場合 ・・・ 1 
(z)中塗探周宥を腐入れた場合、取締役等接侵郎係であるとして観保険清から除外されても、た者カに鋳たに明謹な腿岡山刻係におづいて就労した

よラな'"合 2 
【3)臼腿労働被保後者がzJlの各月において"日以上又は緯線して3t回以上詞ーの事案主の湾周司医薬に足閉された場合【提絡継続の既苛を受け

た場合を除<0) ..................................................................._................................"........................................................3 
(4)次に肢当ずる編合等 ..... ・ 4 

イ その被保険者の...111される羽.1震がl1iたに適用l1J!院となった絹合
ロ 適用移梁に雇用されてUた彼保線者が.在籍出向し‘出向暗で続たに被保険者資潤を取得じていた喝舎でおって.掬向日目ζ復帰し.出向

元で再度被保験者探格を取得することとなったとき{夜箱写絵却繍合も同級}

ハ同ーの司，"主の下で、船員と陸上勤務を本務とする労働者【船員でない労働者》との聞の奥勤があった易合

(5)核保険晴探検を取ぱ号した周回が2以ょに:;当する'"合 ，. z又はaのいずれか

【6)65鎗以上の者が出向先にIl!'織した'"合等 g 

13 10協には.8閣に飽践した年月 日現在における支払の服様及び賃金月額〈臨時の賃金. ，箇Rを鐙える期間ごとに支弘治れる賃金及び超過動

務手当を除<.) (単位予内ト 千円未筑四徐豆入}を飽舷すること.なお、支:!/.の鍛織は、畿当ずるものの密毎を包隠すること{自給R給I玄
月給!こ含める.) . 

14 lH揮にほ.!安当円するものの脅号を忽越すること.届出に鍵る者が明遣労働者('叶訓令る長銭裂の派遣労働者でおり鎚鈍を除<.)に政当する

場合には r 21 (lJ寝泊労働者}、短時間労働者{泥沼労働者.納長に銭到する省を徐<.)に訟当する翁舎には fSJ (パー卜タイム). 

荷捌契約労働者〈派辺労働者、パートタイム.船員に践当する告を除<.)に2妥当する相会lロホ r 4J (有期!<!澗労働者}と犯略すること.

IS 12.樹立は、次の区分I二曜礼銭当するものの寄号を記践すること.

3 川専門的筏術的職寒・ 0 ・ 1 帥傍置の腺案。 6
間管理的寝業.....................2 (7)嵐淋漁業訓鞍集 7 
ω) l1J務釣職議 3 (8)辺噛目通信:OJr.J:!長ー " ・ 8 
(の毘持の腕，.……..・o・m ・...・4 問技強工、深憾・緩造・lJ<段の腺請書及び労擦の腹案ι 9 
63 

-49 - (24. 7) 



業『Tl~ 21174d苦壱

1 1 1"'1 日時~"'-""---~~'fl-ë-
匡豆〕
' 仁uコ口可"員総された.，以下『毘入"Jt~吟.)1=昆Jえする文字白色先.. 文字縫取扱置 (OCRI-cn帥麓aを."問.，の...札制IJ.OJ隆"-"街'""色''"色、こと
一仰向臥倫明言..，…医師…ι……….
， .λtfOIlll9f:-. ftbo l!.r:hrl;!;/.<L'.II: 7f 文2・，.カタカナ.，.アラビア館司~.<!).!園車掌惨にお 明町民.. する=ι

ごの帽禽カタカナ@淘..ぴ司"・...，文字としτ扇町温い《倒zガ国Ililヨ パ-"豆ヨ，.，た 『キ，'"r，剖2ltlro'J捻健府なずそ仇ぞιrィJ"r，巴.. ぴ『剥を使用Vること.
. .融叩車問団巴民間叫叫11".:tf::ð一一ctI~IJl"Ell1"ると1:-t，1: 帽棚田制即日.
. ..棄の自民名 t忠人民.もて除代裏書唱。.It~l l=雪いて信昆省 ..念書eの弘明，れかによ切包.ずる::'1:.
(; .JlIlIt後QOIlJ堅実周とLて健mする稲倉o... 
iu問団ps抑制加町川叩'駒開削する孟と・
'"鋼脂...."I.'Q:<I.I:< 一一一一一一一一一一一一'住専周恩を.・する=と 官.年.Uま岡山修句馳弘.九ぞれ胃ロの俸の温厚別:fOJを付加して2緑、，..するごと.
….1118-14:GlJJI9~OID.!!l1J) 

同 …=恥一日.
イ 烹~.怠"出向、.陶暑、<<>...号の.・昆以持~・iII.~-匂司山句'~H_" 占問 ....HH.....H脚"問時叩___HHHH...._ω_'_"H'_ 巴_._-句--…一司目白自白目白羽田町四ー由司 _'''_1 

回天気そ@姐唱~t:t-1II怠L司自信.. τ・..... が不可制:~?tとζ，位.t àMII 、
， 、 叫同町内即位よる醐 l 
=視紛...調!~~___._. 1，. 一一叩…一一_.-一回一2ホ田辺・ t・蛙輔嗣二よる帥帥(.1 ('-一一明町一一一一
ヘロ時間u~".n"即日も咽開【悶 l 
ト開醐(t::t.:!1.山田ζ劇 団 凶 -.. 叩.-たも開制帥 rln..J 
日 …一……富山一一一………一…ー……ー…一一……一--，

E剣 山 畑町叫悶蜘脱帽すると8'rtrlJも柑凶叫合法山田両日.
時間 間則的鳩山町、叩肱開 凧.. .…問自信よりー山間出品抑制叩M ・o・鳳.l:.OXJPfI:J:;a.1I・-:ltD周 岡 山 込

時山、仕掛町柚肝6?'t.-t-時国閉附時刷?1:1"a.!::fm::，r 1 J悼町長I:.:Uと遁岡田"仙四日山崎問、時'"日射"ι
，<<t: 組処"τ冨...."舗付金を~MW摘がOSôlt l;!健u::..t.f::愉創は rむを島Eずる::'.1:.

間柵..，向日.
z・3・.1::1;1:. fllll.a.・氏名J.I:Q:浮きhてPる者..・R・に.'、'.=tI.f:循'"ため.ζ@周..銅瑚ずる摩巳公...，控室原又肱-='1i111"0細企ーそ@倍以の方健"よる摺働者@協調障を予定している慣..

"，開乱開'"‘飢、制同割問こと.
C71IQ.向山畑山!i1l'1fI<;b-..:"o出向ヌ閣制四，.その開叫が明らかで駒山町酬明間…-
削"・:Il:.rallJl.UJI即応牌即時叩陪闘し四時師事酬明%JIJ1IMIU町山
削軒町 叩Zよる眉幽岡山ること. 

.，注本平蜘"いてー鎗禽.陵鎗寝食が電子・蹟巳より本属"蝿臨 ::11ずる司供リ晦，.，・劃代わ9て信号別個曾lζ ド~， IITrutlU貧.. 罰金.，箇箪ltl:IOII!II伐鍔智、，.る;:1;1E-1I瞬する::'/:1l<t!倉る‘句。a基調依
田 @ 醐k即ヨ..，.，ことをt."，"C".叩位叩署名l:fU.dζと同院

て， .問問問田町四時抽叫
川間砂川間J0X'Fllt.lr.:.l商閣の『目前司項JO):t"!'t闘す山.
回明Atm.r:O<相官民，.回J齢刊抑酎抑肘咽札惚同哨l幻締酎a::'.!:
m 輔刷軒帽"よる脚色刊で.lso;:.!:

2比 騨叫一紅.t::?~…9弘叫町急μ悶、吋τ一抽'剛……'聞醐叩…鴎醐帥叫'醐附濁融.，…"晴憎叩一電軒問…予押叩'帽E
帥…の帽環醐…幽批山と拙一嗣町世…て世叩叩墨醐町慣耐…す向出……る白叫……ε白叫一&同叫…豊H肋…‘h日'刊て 抽叩事開…寓陪即…主割叫の帽竃…予陥叩…るE山乙日と…，

11 '11'111)，$満智陪.‘...唄
帽人間"柑J開明白奮闘悶cAt.lIt.tl，);Il'ltf:Ia(.) (1)場合隊"恥醐制.叩弘闘機問闘い閉山日制園四国防局舗とするととが"~-6.
崎 Sil-JIIA酬枇して.駄目珊叫岬酬胡同剛山、た 配即時血H 吋't-6:::.t;.

庄三]
t 労働穆検事績組合は、 ζの温知."交付を受1す危ときは.衝T置の事案主に.. 示しなけれまなら~ぃ.
. ，食保鹿島者とな9たことの確認に係る担分"不服のあると官以.処分のあったことを知?t.:Bの霊aから起算して'0回以内=処分を行った公共聡署長安定所の所在地を管
鎗する街道府県労a・.. 雇用保陵事驚官{以下 r寓ま貧』という.)に併して事衰弱求をするζとができる.

. ..棄防相z対する事牽官の決定に不思泊鳴る場合には.決定書@薦刻院が送付され，<目の翠Bから起算しτ.0回以内に労働保院審査会 t以下r.蓋会」といラ.)1:::'対
して再.牽滞求をするニとがで舎る.た延し、事ま""をした日から.".を経過しても決定が偉いkき1>.決定を纏ないで審安全に"して再審釜""をするζとがで脅る.

4 乙の処分に対する殺到開館隠は.ζの"分1:::.ついての穂署蛋筋書Rに討する織決を緩た俊民.'"を被告として【脈血において園を代表する省，.建省大匿となる.}...会
の.換が."たことを伺ヲた回の褒固から起算して6箇月以内"鑓忽することができる{鍵換があ9た固から，年を鐙温した鳩舎を繍(.) .ただし.(1)寛容ao求
をしたBから3箇月を経過しても銀総が怠いとき.(2)袴割修造椅求についての寝袋を経るζとにより生じる著しい漫曹を遷けるため震~の必裂があると合その他その震
災を腿私いことにつき足当な寝自があるとき.のいずれか"敏泊するときは.鍵換を緩怠いで取嫡訴後を復起することがで含る.l'信た 【"処分.処分の納行又，.手線
の遂行"より主主ずる奮しい員 を週けるため無急の必要があるとき. 間その他審者長官の決定及び審査舎の後決を絡ないことにつを疋省政理由があると舎.のいずれか
に笛当するときは、事蓋官の決定.. ぴ審査会の忽換を緩ないで取泊訴髭を復包することができる.

g ζの通知書丸その被保険者を嵐mしている潮間中及びその容が鍵個展験者策絡を喪失してから少な〈とも4年れ叩ま.夢実玄I=Jsいて大刷=係官すること.
6 ζの温知書ととも"交付された思m俣歳徳院主主者径は逮やか"本人に"し突付し 必ず本人"俣管させること. 。

区豆]
1 ζの被保険者liEl;l:.I持たに他の司医薬主に雇用され雇用保験の被保

院者となったときは、必ず続たに勤膚することとなった事禽所に提

示しなければならないものであるから.大切に保管すること.

2 この偉保険者Eを渇失L.又rt鍋慣したときは、公共事総宗安定所

に申請して再交付を受けること.

3 被保険者涯は.二重に交付を莞Iすると、不~Jな扱いとなることも
あるので、=震に交付を受けることのないように注怠ずること.

4 この畿保険者笹!弘氏名を変更したときには、事実主【失業専給

付を受けている期間中の寝舎は公共腺家安定所又ぽ地方選輸局の疾)

に浸出すること.

5 失業して失家等給付を受けよう2とする場合〔総裁時においては娃

橿.出産、育児‘疾書籍、負傷.貌企業の看過寄撃の湿鹿!こより一定期m
"'!Iに貌〈ことができない場合及ぴ60盆以土の定年等による破事震

後ー定期倒求鴫申込みをしないことを希望する得合であって、その

後r:::~たヨ住宅修給付を受けようとするときを含む. )は.離輪後速やか

に事業主を遜じて公尖腺宗安定所より緩際粟の交付を受けること.

失業害総付を受ける場合の具体的手続については‘緩職票の第2
置を参照すること.
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匡豆]
1 ;::.o>>:偲険管..格耳目拘司事館塁盗勿"'宮、資格愈拘隼潤日等舎1・"するもの司巴ある.
， ..・a宅t.!::t，e包たζとの首認"係る処分に不思..るとを除.之の処分の..た己.奮偲
9た...白から鑑..可C60S臥肉にこ@処身を居った公鈴・.安定所旬冊.，.を嘗備す
岨酬醐闘酬醐間引肝 rUU'J品、う.同封して星間関するζと
がで.る.

3 .:ヨ医瞭漢に対する.:t..ø~:tr::本軍...る場合民自主 S波書問.本が送付され.t.:Sの璽
回から温存して，.回以内に労皆様臨書蓋会【以下 .. 蓋会aという.J巴.，て房審司庭環
聴するζと刷出.出し陣帥札t，白から3闘を幽しても開山叫.
~_ rui!E・."で事表会に勿して...鵠*をするζとがで@る

4 ζ@応分"鈍する"'時様.l::I;I:.:::'II)~匁についての再審歪舗求=対する歳銭を鍾た後1=.
闘を篠笹"て情.に."τ調を代表する相暗事事大臣&傘る.J事盆会の隆氏が.っと
ζとを佃9た毘の..から起源して'..以肉に鍾躍する=とができる{後s，1:bll>?た.~
;;'1"奮庖温し危場禽.. 倉(.) . 
ただし. (I} ~ftm書家を..固から3箇..鑑Jaしても... 危@いとき. 位3膏...
漢についての観換を袋ることにより生じる箸しい備管を着陸ける食め緊怠の必要がおるときそ
のftli'101lR.1告属ないことにつき..な理血がおるとき..いずれ..iI'J::U:畠捗ると倉院、 a
公を紐なれで理主潮適時S去を""，.ることがで含る.flt:::. (l)処分.処分IsMfi，lt陪乎緩め
温.，によ砂生ずる箸"‘鋼曹を霊けるため累.-必要があるとさ 【"その他審牽玄@決
定Aぴu舎の""'.，署名率いζとにつ.. 当...があるとき のいずれか'J:;t当するとき
位、割問時.四"".酷時刷、で醐臨.臨することができる

(24.7) 



樟式第 35号

雇用保険被保険者資格取得届光ディスヴ等提出用総括票

フリカ・ナ

事 ヨ震 所 名

Z 事 業 所 番 号 111 H 11111 H 1 
3 届 出 年 月 日 平成 年 月 日

届出被保置者数 人
4 ーーーーーーーーーーー園田ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー四国ー，園田百明田回目ー目ー園田

届出揖岳睦者氏名 別輯のとおり

5. 資格取得年月日 平 成 年 月 日

6. E 周 自協 悠
，. 日雇 2 据置 3.パ トタイム

4.省期契拍労働者 5 象衛的雇用 6 船員 7 その他

7 1遇聞の所定労働待問 時間 分

8 型柏期間の定め 1 有
〔醐契約棚更続条項の有年祭

月 日向 年 月 日

イ有 ロ鍍

2 繍

岳，_A_ーーーー目 民瓦:.'i_'l'__ 葺n提ーーーーー 苦F虫担ーーーーー 宜健有民地~@無査察
日労派以と遣外すしてのる-事n主場R案合と労所してで'障害就~I 首府 与

月 白まで

e 罫，_A 一一一 旦瓦:J唱点一 !f.!i~見ーーーーー !.El!'___ーーー 毘見f有t昆且旺・百哩無音響 ロ漁労以S遣K外すてのる・舗場童事負調合と際労紛し働てで者銃fl 首居 年

月 固まで

備 岳'_3L__幽幽岨 民主主治点一 套.Iii1.見】目同国一L!.E.西F暦S硯ーー王ー手ーー 東亜見有竜盟世・晋@無奮讐 ロ襲撃慧
月 固まで

!!'_.J'_____ー" 囲網.ll二地ー型車句司 'rl'.Ii.i!免田四回目司 茸'.1'____ー目 型車止有語塾畦冒@祭曹昆
口根労以と#遺すしてのる・・2主繍育鋼量合と労所し鋤てで就者1 西居 年

考 月 白書で

!!'_.J'___ーーーー 民主主北_l!__ ま'.Ii.i!免ーーー園田 茸F剥見ー田町ーー 同品賞在百由時
口派語と学UしEて2・22主費書負と労蹄し働てで就者1 首暦 年 有 ・ 無

月 日まで

梱 その他

車用罪障法施行揖剖軍6条第"買の規定により上記のとおり届けます.
平成 年 月 日

所

名

号
番話

住

民

官
主象事、

思名押印又Ij:署名

印

公共職業安定所長駐

昨i戸一「民

※ |:1 1:1 1:1 

立竺 S信

-

係

一

糊
丁
l
i

m
-
-

短

-

一

3
一
係
長
一 国

考

指iU!7iJ:!l-liiIi-~--官ï-百

2011. 11 
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様式第36号

雇用保険被保険者資格喪失届光ディスヴ等提出用総括票

フリガナ
事 業 所 名

2 事 業 所 香 号 I I IドI-nllll-II
3 届 出 年 月 毘 平成 年 月 臼

眉出被保険者数 人
4 ーーーーーーーーーーーーーーー----一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

届出核保険者氏名 E~紙のとおり

5. 経 職 年 月 日 平成 年ー 月 同

6. 1週 間 の 所 定 労 働 時 間 時間 分

民主"ー句"ーーーーー明司司同 !!Ut'J壇ー告~-----p!'.単車ーーーーーーー 葺i担割1[__ーーー

口震若手fi膏居 年

月 日まで

7. oc主一一一一一一ー 匹見当点-----トll'.I'.i'tlt.____ーーー 茸西E暦剖J1L_年ーーー 白書iiiifi
月 図書で

備
生 s__________ー回目白

目白1l:J抱_!!I_-ー-- ll'.I'.K提---“"・---西!i'.!'.暦，-白句年司句" ET華字Tて24望f制f守裁
R 固まで

!!UL司ー'ーーーーーーーーー 目白見虫ー壁一一一一ー 事iI'I.l!鬼ーー'ーーーーー ー葺酉F暦H且ーー写ーーー ロ葬若手立 l

月 日まで

考 !!'_3¥.__ー周回目------- 尻島泊点ー・ーー 茸iI'I.K見ーー'ーーーーー 茸且盟ruL____
口;;議長話西暦 年

月 固まで

その他

掴

日月年平成

飽名押郎又は署名

印

雇用保険法維行語則第7条第1項の親定によりよ肥のとおり届けます.

所

名

号番

住

民

臨
事業主

公共職業安定所畏瞳

宝皇室呈

1 
墨一

段
土
欄
一一一

一
z
一

一
社
労
記
一

備

考

国日国国国国業

(24. 7) 
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牢害喜ず柑添耐肘問る碕宿醐幽醐鋪棉抑食蹄省担叫名時醐郷冊酢畑lに団=唱哨E醐盆蜘の崎あ嗣る討郎すペqての帽者同同ω悶、て 抑抑形拙閥弐出にはζより岨眉幽帥肉容酷をM し凶た肝イ品ス押.n凪雌録醐織僻体拍帥わ拙せて百居閣酎Iけ叩す

a総E陪耳東Rの忽'舷鹿羽冒tιユつLい、τtは式.各羽芭Iに=つLい、て E以上のa泉E件を傍置毘zしτl肱まならず‘ヨま広?た:::.1 の先デイスク等.~録縫体 1:: 2.以.. "雇用保険省康保験講資格裳失居先ディ
スタ等復幽周縁鍾粛に対応するデータを認録しては Eらない.

なお.光ディスク等.寵録総体内の潤凶肉容は総格調に包.医されている項目について‘総括漢と同ーの肉容のものであるζと.
(1)光ディスク等‘記録鎗休の濁期事

イ fDで伐賦する..合、 JISX 6回3で定める崎司フレキシプルディスクカートリックの規格Iζ皐釦l..t.:包健縫体を使用するζと.なお‘ポリz ム倒産及びファイ
ル鋼S量日ミつ也、てItFAT12とすること.

ロ"で作成する場合.JIS X 6275，JIS X 6211で定める匁噛E もし"ま'"悔の光ディスクカートリツ~の続捕に.. 槌した包緑鳩体を使用する乙..なお.ボリュ
ーム構造及びファイル1勇退についてはFAT!S(FAη.FAT32またはM陀宅とすること.

，、 ω守作成する.. 含.それぞれc>-骨舗で作成する..合はJISX 6281.αトRで作成する鳩舎はJISX 6282.∞喰刊で作成する嶋倉t;I:J1S X 6283に繊細息した記録雌

体を使用すること.ボリューム繍虚及びファイル繍副=ついては.JJS X 0606.JIS X 06胞に..拠しt:!iSitで書含込むこと.怠お書き込み後、必ずヨアイナライ

ズの処理を行ラ己と.
:帽で~度する鳩合.それぞれ DVOトR舗で作成する情舎は'"克 6241 事たは JIS X 6242. DV怯aで作成する場合肱J1SX 6245またはJ]SX 6249. DV岱者背官作
成する褐舎はJISX位:481.二.. 拠した認峰山体を使用すること.ボリューム柵遺&Uファイル情盗について1弘 J陪'"沿17.J1SX 0鈎"己駆慢した踏まで書き込むζ
と.なお書き沿み後‘必ずファイナライズの処理を行ラζと，

ホ使用する文字は混字宅配践する旬分を除きすべて3バイトコ】ド【半角〉で作成すること.(パイトコードについて肱 J188単位符号、 2パィトヨードはシフ
ト"，$コードを使用すること.

，、個人デ【タ..，ファイルに退緩して但録することとしシングルファイル/シングルポリュムとすること.，の先ディスク等.記録媒体ご入力するデータlま1∞。

人分玄官とすること.
h 手Zータ君事まItCSV形式とし.ファイル名依 n0191-so吻(tω』値張子lまrCSVJとすること.

テ先ディスク等、怨録機体のラベルに.事実所名.・2腰痛暑号、眉幽年月日‘届出対象者数.M聡年月日を包蔵するζと.
【引先ディスタ弘 E掛~体;}..:JJ;Ii;告

イ管理デ【タ
《項目行) .. 南区得号事a健所包号"司陸作庶毎月日，代表眉司書コ-f:".i!程式項目バージョン【改行}

【データ行)10，m.∞..，ω70720盆223，(1](改行3
ロ事業扇風m惜帯

【，.マ"】 【改行》
ハ ...健所管湿データ

往会保健"渚士氏名.事業蹄倫相敬【改行}

∞I (改行}
《項目待'1 &市民符号，事寮完売包号，事*扇香.....膏号 llIl!!'番号}、子番号(J'医脅号).事業所所在地事案所名移事業主氏名電窟奮骨雇用億総適用司区J!r.脅

喬号《安定所醤号》 足用保険適用事....膏号(-iI賓号} 居周保.. 遣問者関.. 揚智号仔1rlf4:"・，ト""行}
{データ行)lo.m.1234S.1SO.ω'23.1区東.. 新宿区首2野市9-99-9，Mil除式会社鈴木次郎 ω-1234-5678.12別， 123456.5【改行j

Z データ.. 別符号
(dl!ta] (改行〉

ホ個人データ
t項目行} 暢wn:封筒安定所穂高忌被保険者寄骨 4 続。被保験者器等 e 締a被保厳密番号ヲ'Z'~r fグ，~.$õl所骨骨《安定所相暗号) .lJ調健所智号【ー遺書号).事実野

脅毎 (fl7好 0・外3流俗取得年月目【元号} 鍵繕取碍年月日【年:)，提絡取得年月日【.).拠籍取得年月.(日).Mll寺第R日【先号).悠聡等
早月日{年).."寄与沼田〈月》 旭聡帯匁月日(.) 喪失'"鳳..犠耳障交付棒銀喪失崎健保険者祖凱a野氏名フリガナ【カタカナ).続長省側'"

1軍用予定の有網，後保険者氏名フリガナ【カタカナ】 彼標験者氏名怯".生年..(先帝).~J草月日【年L隼年R回目》生年月日【目〉 健保
陵宥の箆所叉訟居所事費健所名抱氏名度史年月日【元号).氏名変更年月日{年).氏名変更年se(m.氏名哀史年月日 t日】 鎗保障者でな〈な

ったことの，.圏、週日間@腎定'"崎前間《時間》 可週間の荷主労働喝間【分》あて先u・9守l四徳治蟻》 剛考{在留資格し問者 t在Ml¥Ilfill)【辱》。
個考〈書留期間)(Jn.備宥α室町期間】【日3備考
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20303のホ参照)に乗り組むために雇用されている船員については特定漁船の労働の実態が年間

稼働とみなされるため適用されるものであり、また、特定漁船以外の漁船に乗り組むために雇

用されている船員については l年を通じて船員として雇用される場合のみ適用されるものであ

ることから、それぞれ、漁船に乗り組むために雇用されている船員については、日雇労働被保

険者とならない(法第6条第6号)。

ロ 常用労働者が、その雇用される事業の休業期間中文は休祝日、同盟罷業期間中等で雇用関係

が存続している場合に他の適用事業に日雇労働者として就労したときは、雇用保険法上の日雇

労働者とは認められず、 H雇労働者として就労できなかった日も失業した日とならないので日

雇労働被保険者として取り扱わない。

ハ また、雇用保険法上の日雇労働者と認めたがたい者としては、農業、商業等の自営業を有す

る者が臨時に日雇労働者として災害復旧工事等に従事する場合を含む。したがって、例えば、

市町村における土木事業文は農業土木事業で、土木建築業者が介入しない事業に従事する農閑

期利用労働者及び季節的農家労働者等は、臨時内職的なものとして取り扱う。

19∞06 (6)任意加入による日雇労働被保険者|

法第43条第l項第1号から第3号に掲げるものに該当しない日雇労働者は、法の適用を除外されて

いるが、その者が適用事業に雇用される場合において、その者の住所又は居所を管轄する安定所

の長の認可を受けたときは、日雇労働被保険者となり、法の適用を受ける(法第43条第I項第4項)。

90051-90100 2 日雇労働被保険者の届出及び任意加入の申請

19慨 1 (1) 日雇労働被保険者の届出|

日雇労働被保険者は、法第43条第I項第l号から第3号の規定に該当するに至ったときは、その日

から起算して5日以内に、雇用保険日雇労働被保険者資格取得届(則様式第25号。以下「日雇労働被

保険者資格取得届」という。)に住民票の写し文は住民票記載事項証明書(氏名、生年月日、性別

及び住所が記載されたものに限る。) (外国人にあっては、さらに在留資格が記載されたものに限

る。以下「住民票の写し等」という。)を添えて、その者の住所又は居所を管轄する安定所に提出

し、雇用保険日雇労働被保険者手帳(即l様式第II号の4。以下「被保険者手帳j という。)の交付を

受けなければならない。

ただし、在留期間が 3月以下である等により住民票の写し等が発行されない外国人に限っては、

旅券及びその他の身分を証する書類の写しを併せて提出することで、住民票の写し等の代わりと

することができる。

なお、日雇労働被保険者資格取得届を提出する際に運転免許証、国民健康保険の被保険者証若

しくは国民年金手帳又は在留カード若しくは特別永住者証明書を提示したときは、住民票の写し

等を添えないことができる(法第44条、則第71条)。

また、外国人が在留カードの発行を申請した場合、旅券にそれを交付する旨が記載される。こ

のため、外国人が在留カードの発行を申請し、交付されるまでの間に日雇労働被保険者資格取得

屈を提出する場合には、在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券及びその他の身分を証する

書類の写しを併せて提出することで、住民票の写し等を添えないことができる。

-8ー
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